
開 発 審 査 会 基 準 第 ７ 号 

 

既存集落内のやむを得ない自己用住宅 

 既存集落内において、やむを得ない事情により必要とする自己用住宅のための開発行為又は

建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が１項又は２項に該当し、かつ３項から６項までに

該当するものとする。 

 

１ 相当数の建築物（45棟以上とする。）が連たんしている既存集落内において、原則とし

て、申請者が市街化調整区域決定前から所有している土地に自己用住宅を建築又は用途変更

するものであること。 

２ 大規模な既存集落として知事が指定した集落（以下「指定既存集落」という。）のひとつ

に、原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住している者が、当該指定既存集落

内の土地において自己用住宅を建築又は用途変更するものであること。 

３ 申請者及び申請者の配偶者は、市街化区域内において自己用住宅を建築できる土地又は用

途変更できる建築物を所有していないこと。 

４ 申請者が現在居住している住居について、過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情が

ある場合で社会通念に照らし、建築又は用途変更することがやむを得ないと認められる場合

であること。 

５ 申請に係る建築物は、自己の居住の用に供する１戸の専用住宅等であり、申請地及び申請

に係る建築物は、これにふさわしい規模であること。 

６ 当該申請を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられる

ものであること。 

         

付   記 

 本基準に該当するもののうち、開発区域の面積又は敷地面積が500平方メートル以下（路地

状部分を除く。）のものは、開発審査会の議を経たものとみなす。 

 知事は、許可したものについて後日開発審査会に報告するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成 29年２月１日から施行する。 

（基準改正に伴う経過措置） 

 改正愛知県開発審査会基準第７号(平成 28年 10月 20日議決、改正基準)の施行日前に旧愛

知県開発審査会基準第７号(昭和 62年５月７日議決、旧基準)に該当するとして許可申請され

たもので、改正基準の施行の際、許可又は不許可の処分がなされていないものに係わる開発審

査会の基準は、改正基準に係わらず旧基準による。 

 

 

 



開発審査会基準第７号の運用基準 

 

１ 基準第１項に規定する「連たん」については、次の各号により取り扱うものとする。 

(1)  建築物（建築面積が30平方メートル以上のものに限る。以下同じ。）の敷地間の距離

が、55メートル以内で連続していること。 

(2)  建築物の棟数算定に当たり、同一敷地に複数の建築物がある場合は、それぞれ算定す

る。なお、共同住宅又は長屋にあっては住戸数を棟数とし算定する。 

２ 申請地の一部が市街化区域から55メートル以内の土地は、基準第1項に規定する「相当数

の建築物（45棟以上とする。）が連たんしている既存集落内」として取り扱うものとする。 

３ 基準第１項に規定する「原則として、申請者が市街化調整区域決定前から所有している土

地」の例外は、次に掲げる土地とする。 

(1)  市街化調整区域決定前から所有していた土地が不整形であるため、市街化調整区域決

定後にその土地の一部を隣地と交換した土地。  

(2)  市街化調整区域決定前から所有していた土地が、公共事業により買収され、国、県又

は市町村の斡旋によりその代替地として取得した土地（所在市町村長から副申書が添付さ

れているものに限る。）。 

(3)  申請者の直系血族のうち尊属が市街化調整区域決定時に所有し、相続又は贈与により

承継されてきた土地を申請者が取得した土地。 

４  基準第１項に規定する「所有」については、次の各号により取り扱うものとする。 

(1)  借地は含まない。 

(2)  共有は持分の範囲内とする。ただし、申請地が狭少等やむを得ない事情があり、か

つ、他の共有者の同意が得られている場合は、共有地を限度に持分の範囲を超えることが

できる。 

(3)  申請のため買い戻した土地は含まない。 

(4)  売買予約、停止条件付契約等により仮登記となっている土地は、原則として含まない。 

５  基準第１項による申請地が、建築基準法第43条第１項の規定による敷地の接道が満たされ

ない場合においては、原則として、接道のために必要最小限の路地状部分等（分筆するもの

とする。）を申請区域に含めることができるものとする。 

６  基準第２項に規定する「原則として、市街化調整区域決定前から」の例外は、次の各号の

いずれかに該当する場合(居住している者が市街化調整区域決定前に出生している場合に限

る。）とする。 

(1)  都市計画法第34条第13号又は同法施行令第36条第１項第３号ニに該当するものとして

許可を受け、当該建築物に居住している場合。 

(2)  市街化調整区域決定前に自己の居宅の建築確認申請を行い､市街化調整区域決定後１年

以内に当該建築物に居住している場合。 

(3)  市街化調整区域決定後に土地収用法（昭和26年法律第219号）第３条の各号に規定する

事業の施行による建築物の移転等の事情により、当該指定既存集落に居住している場合。 

(4)  旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号）による認可を受けた団地内の

土地を市街化調整区域決定後６ヶ月以内に取得し、かつ、市街化調整区域決定後５年以

内から現在まで継続して当該地に居住している場合。 

７  基準第２項に規定する「原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住してい

る」の例外は、次に掲げる期間とする。 



(1)  大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び高等学校に通学するため、当

該指定既存集落を離れ就学していた期間。 

(2)  就労のため、当該指定既存集落に申請者の配偶者又は２親等内の直系血族（転出時に

申請者が同居していた者に限る。）を残し、他所へ転出していた期間。 

(3) １年以内の期間で、やむを得ず当該指定既存集落外へ転出していた期間。 

８ 基準第２項に規定する「大規模な既存集落として知事が指定した集落（以下「指定既存集

落」という。）のひとつに、原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住している

者」は、次の各号のいずれかにより確認する。 

 (1) 住民票又は戸籍の附票 

(2) 住民票及び改製原戸籍により、次のいずれにも該当すること。 

イ 出生時の改製原戸籍の本籍欄に記載された所在地と申請時の住民票の住所が一致し

ていること。 

ロ 住民票の届出年月日が平成28年10月20日以前であること。 

ハ 住民票の前住所は、前項各号のいずれかに該当する期間居住していた土地又は申請

者が居住している指定既存集落内の土地と一致していること。 

(3) その他公的資料 

９ 基準第２項に規定する「原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住している

者」には、指定既存集落の周辺の土地（330メートル以内の範囲とする。ただし、市街化区

域を除く。）に市街化調整区域決定前から継続して居住している者を含むものとする。ただ

し、この指定既存集落の周辺の土地は、指定既存集落には含まない。 

10 基準第２項に規定する指定既存集落が２以上の市町村にまたがる場合の申請地は、申請者

が居住している市町村の当該指定既存集落内の土地又は居住地の存する小学校区に隣接する

他市町村の小学校区の当該指定既存集落内の土地とする。 

11 基準第２項に規定する指定既存集落が同一小学校区に２以上存する場合の申請地は、やむ

を得ない事情がある場合に限り、申請者が居住している指定既存集落と異なる同一小学校区

の他の指定既存集落内の土地とすることができる。ただし、指定既存集落間の距離が330メ

ートル以内である場合は、やむを得ない事情は問わないものとする。 

12 基準第２項による申請地は、申請地を含む３ヘクタール（原則として、半径100メートル

の円又は各辺が100メートル以上の矩形とする。ただし、道路沿いに発達した集落等当該集

落の態様等を踏まえやむを得ないと認められる場合はこの限りではない。）当たり、建築物

（建築面積が30平方メートル以上のものに限る。以下同じ。）が18棟以上存する区域内の土

地であること。なお、建築物の棟数算定に当たり、工場、学校その他大規模施設（敷地面積

が１ヘクタール以上の施設に限る。）が存する場合は、当該施設敷地内については、１ヘク

タール当たり６棟の密度を有するとみなすことができる。 

13 基準第２項による申請地は、申請者の自己所有地又は許可後自己所有地となる土地である

こと。 

14 基準第５項に規定する「専用住宅等」とは、専用住宅又は建築基準法別表第２（い）項第

二号に該当する兼用住宅とする。ただし、住宅以外の部分は、自己の業務用に限る。 

 

附 則 

この基準は、平成 29年２月１日から施行する。 

 



附 則 

この基準は、令和４年 12月 26日から施行する。 

 

  


